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(57)【要約】
　足指領域及び／又はかかと領域を備えた靴下。足指領
域は、少なくとも２つのサブ領域に分割されている。少
なくとも２つの互いに隣接するサブ領域間の境界線は実
質的に垂直である。靴下を製造する方法は、少なくとも
２つのサブ領域に分割された足指領域及び／又はかかと
領域を形成する工程を含む。少なくとも２つの互いに隣
接するサブ領域の間の境界線は実質的に垂直である。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
足指領域を備えた靴下において、該足指領域は、少なくとも２つのサブ領域に分割されて
おり、互いに隣接する前記少なくとも２つのサブ領域間の境界線が実質的に垂直である、
靴下。
【請求項２】
請求項１に記載の靴下において、互いに隣接する前記少なくとも２つのサブ領域は、実質
的に一体的に形成されている、靴下。
【請求項３】
請求項１に記載の靴下において、互いに隣接する前記少なくとも２つのサブ領域は、靴下
の編み工程の間に形成されている、靴下。
【請求項４】
請求項１に記載の靴下において、前記少なくとも２つのサブ領域は、少なくとも１つの性
質により互いに識別される、靴下。
【請求項５】
請求項４に記載の靴下において、性質は、弾性、強さ、柔らかさ、隔離、摩擦、密度、厚
さ、液体の吸収性、衝撃吸収性、外観、色、糸の色、編み型式、糸の組成、糸の太さ、糸
番手、糸の物理的性質の少なくとも１つを含む、靴下。
【請求項６】
足指領域を備えた靴下において、該足指領域は、少なくとも２つのサブ領域に分割されて
おり、互いに隣接する前記少なくとも２つのサブ領域の間の境界線が、靴下の中心軸線に
対して実質的に平行に延びている、靴下。
【請求項７】
請求項６に記載の靴下において、互いに隣接する前記少なくとも２つのサブ領域は、実質
的に、一体的に形成されている、靴下。
【請求項８】
請求項６に記載の靴下において、互いに隣接する前記少なくとも２つのサブ領域は、靴下
の編み工程の間に形成されている、靴下。
【請求項９】
請求項６に記載の靴下において、前記少なくとも２つのサブ領域は、少なくとも１つの性
質により互いに識別される、靴下。
【請求項１０】
請求項９に記載の靴下において、前記性質は、弾性、強さ、柔らかさ、隔離、摩擦、密度
、厚さ、液体の吸収性、衝撃吸収性、外観、色、糸の色、編み型式、糸の組成、糸の太さ
、糸番手、および糸の物理的性質の少なくとも１つを含む、靴下。
【請求項１１】
足指領域を備え、該足指領域は、少なくとも２つのサブ領域に分割され、互いに隣接する
前記少なくとも２つのサブ領域の間の境界線が、垂直な構成要素を備えている、靴下。
【請求項１２】
請求項１１に記載の靴下において、互いに隣接する前記少なくとも２つのサブ領域は、実
質的に一体的に形成されている、靴下。
【請求項１３】
請求項１１に記載の靴下において、互いに隣接する前記少なくとも２つのサブ領域は、靴
下の編み工程の間に形成されている、靴下。
【請求項１４】
請求項１１に記載の靴下において、前記少なくとも２つのサブ領域は、少なくとも１つの
性質により互いに識別される、靴下。
【請求項１５】
請求項１４に記載の靴下において、前記性質は、弾性、強さ、柔らかさ、隔離、摩擦、密
度、厚さ、液体の吸収性、衝撃吸収性、外観、色、糸の色、編み型式、糸の組成、糸の太
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さ、糸番手、および糸の物理的性質の少なくとも１つを含む、靴下。
【請求項１６】
靴下を製造する方法において、
　少なくとも２つのサブ領域に分割された足指領域を形成する工程を含み、互いに隣接す
る前記少なくとも２つのサブ領域の間の境界線が実質的に垂直である、靴下を製造する方
法。
【請求項１７】
請求項１６に記載の方法において、互いに隣接する前記少なくとも２つのサブ領域は、実
質的に一体的に形成される、方法。
【請求項１８】
請求項１６に記載の方法において、前記形成する工程は、編み工程を含む、方法。
【請求項１９】
請求項１６に記載の方法において、前記形成する工程は、三次元的な「ニードルバイニー
ドルセレクション」工程を含む、方法。
【請求項２０】
請求項１６に記載の方法において、前記形成する工程は、少なくとも１つの針が編み位置
にあり、少なくとも１つの針がミスレベル位置にある状態にて行なわれる、方法。
【請求項２１】
請求項１６に記載の方法において、少なくとも２つのサブ領域は、少なくとも１つの性質
により互いに識別される、方法。
【請求項２２】
請求項２１に記載の方法において、前記性質は、弾性、強さ、柔らかさ、隔離、摩擦、密
度、厚さ、液体の吸収性、衝撃吸収性、外観、色、糸の色、編み型式、糸の組成、糸の太
さ、糸番手、および糸の物理的性質の少なくとも１つを含む、方法。
【請求項２３】
かかと領域を備えている靴下において、該かかと領域は、少なくとも２つのサブ領域に分
割されており、互いに隣接する前記少なくとも２つのサブ領域間の境界線が実質的に垂直
である、靴下。
【請求項２４】
請求項２３に記載の靴下において、互いに隣接する前記少なくとも２つのサブ領域は、実
質的に一体的に形成されている、靴下。
【請求項２５】
請求項２３に記載の靴下において、互いに隣接する前記少なくとも２つのサブ領域は、靴
下の編み工程の間に形成されている、靴下。
【請求項２６】
請求項２３に記載の靴下において、前記少なくとも２つのサブ領域は、少なくとも１つの
性質により互いに識別される、靴下。
【請求項２７】
請求項２６に記載の靴下において、前記性質は、弾性、強さ、柔らかさ、隔離、摩擦、密
度、厚さ、液体の吸収性、衝撃吸収性、外観、色、糸の色、編み型式、糸の組成、糸の太
さ、糸番手、および糸の物理的性質の少なくとも１つを含む、靴下。
【請求項２８】
かかと領域を備えている靴下において、該かかと領域は、少なくとも２つのサブ領域に分
割されており、互いに隣接する前記少なくとも２つのサブ領域の間の境界線が、靴下の中
心軸線に対して実質的に平行に延びている、靴下。
【請求項２９】
請求項２８に記載の靴下において、互いに隣接する前記少なくとも２つのサブ領域は、実
質的に一体的に形成されている、靴下。
【請求項３０】
請求項２８に記載の靴下において、互いに隣接する前記少なくとも２つのサブ領域は、靴



(4) JP 2010-511108 A 2010.4.8

10

20

30

40

50

下の編み工程の間に形成されている、靴下。
【請求項３１】
請求項２８に記載の靴下において、前記少なくとも２つのサブ領域は、少なくとも１つの
性質により互いに識別される、靴下。
【請求項３２】
請求項３１に記載の靴下において、前記性質は、弾性、強さ、柔らかさ、隔離、摩擦、密
度、厚さ、液体の吸収性、衝撃吸収性、外観、色、糸の色、編み型式、糸の組成、糸の太
さ、糸番手、糸の物理的性質の少なくとも１つを含む、靴下。
【請求項３３】
かかと領域を備える靴下において、該かかと領域は、少なくとも２つのサブ領域に分割さ
れており、互いに隣接する前記少なくとも２つのサブ領域の間の境界線が、垂直な構成要
素を備えている、靴下。
【請求項３４】
請求項３３に記載の靴下において、互いに隣接する前記少なくとも２つのサブ領域は、実
質的に一体的に形成されている、靴下。
【請求項３５】
請求項３３に記載の靴下において、互いに隣接する前記少なくとも２つのサブ領域は、靴
下の編み工程の間に形成されている、靴下。
【請求項３６】
請求項３３に記載の靴下において、前記少なくとも２つのサブ領域は、少なくとも１つの
性質により互いに識別される、靴下。
【請求項３７】
請求項３６に記載の靴下において、前記性質は、弾性、強さ、柔らかさ、隔離、摩擦、密
度、厚さ、液体の吸収性、衝撃吸収性、外観、色、糸の色、編み型式、糸の組成、糸の太
さ、糸番手、および糸の物理的性質の少なくとも１つを含む、靴下。
【請求項３８】
靴下を製造する方法において、
　少なくとも２つのサブ領域に分割されたかかと領域を形成する工程を含み、互いに隣接
する前記少なくとも２つのサブ領域の間の境界線が実質的に垂直である、靴下を製造する
方法。
【請求項３９】
請求項３８に記載の方法において、互いに隣接する前記少なくとも２つのサブ領域は、実
質的に一体的に形成される、方法。
【請求項４０】
請求項３８に記載の方法において、前記形成する工程は、編み工程を含む、方法。
【請求項４１】
請求項３８に記載の方法において、前記形成する工程は、三次元的な「ニードルバイニー
ドルセレクション」工程を含む、方法。
【請求項４２】
請求項３８に記載の方法において、前記形成する工程は、少なくとも１つの針が編み位置
にあり、少なくとも１つの針がミスレベル位置にある状態にて行われる、方法。
【請求項４３】
請求項３８に記載の方法において、少なくとも２つのサブ領域は、少なくとも１つの性質
により互いに識別される、方法。
【請求項４４】
請求項４３に記載の方法において、前記性質は、弾性、強さ、柔らかさ、隔離、摩擦、密
度、厚さ、液体の吸収性、衝撃吸収性、外観、色、糸の色、編み型式、糸の組成、糸の太
さ、糸番手、および糸の物理的性質の少なくとも１つを含む、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　靴下は、人の足を包み、また多くの場合、脚の下方部分をも包み且つ覆うために使用さ
れる、編んだ衣料品である。靴下は、通常、足を外部温度から隔離し、水分及び汗を吸収
し、且つ、足と靴との間の摩擦を緩和することを目的とする。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００２】
　靴下は、綿、ウール、ポリエステル、ナイロン又はその他の材料にて出来ていることが
多い。これらの靴下は、多くの色及びパターンにて存在するものの、パターンの複雑さ及
び構造は通常、今日使用されている製造技術により制限される。
【０００３】
　商業的に製造する靴下は、丸編み機を使用して生産される。これらの編み機は、シリン
ダ、又は場合によっては、二重シリンダに取り付けられた針を用いる。シリンダは、旋回
し、また、針は糸のループを相互に係止する。編み工程が終わった時点で、製造された靴
下は、通常、両側が開放した布の筒のように見える。後の工程にて、靴下は、その足指領
域を閉じられるべく縫い機（ミシン）又は編み機まで移動される。かかる機械は、「足指
クロージング機械」と称されることが多い。
【０００４】
　関連する技術の上記の例及びこれと関連した制限の上記の例は、単に例示に過ぎず、限
定的なものであることを意図するものではない。関連する技術のその他の制限は、本明細
書を読み且つ図面を検討することにより当該技術の当業者に明らかになるであろう。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　ある実施の形態によれば、足指領域を備えた靴下にして、この足指領域は、少なくとも
２つのサブ領域に分割され、少なくとも２つの互いに隣接するサブ領域間の境界線は実質
的に垂直である、靴下が提供される。
【０００６】
　ある実施の形態によれば、足指領域を備えた靴下にして、この足指領域は、少なくとも
２つのサブ領域に分割され、少なくとも２つの互いに隣接するサブ領域の間の境界線は、
靴下の中心軸線に対して実質的に平行に延びている、靴下が提供される。
【０００７】
　ある実施の形態によれば、足指領域を備えた靴下にして、この足指領域は、少なくとも
２つのサブ領域に分割され、少なくとも２つの互いに隣接するサブ領域の間の境界線は、
垂直な構成要素を備えている、靴下が提供される。
【０００８】
　ある実施の形態によれば、かかと領域を備えた靴下にして、このかかと領域は、少なく
とも２つのサブ領域に分割され、少なくとも２つの互いに隣接するサブ領域の間の境界線
は実質的に垂直である、靴下が提供される。
【０００９】
　ある実施の形態によれば、かかと領域を備えた靴下にして、このかかと領域は、少なく
とも２つのサブ領域に分割され、少なくとも２つの互いに隣接するサブ領域の間の境界線
は、靴下の中心軸線に対して実質的に平行に延びる、靴下が提供される。
【００１０】
　ある実施の形態によれば、かかと領域を備えた靴下にして、このかかと領域は、少なく
とも２つのサブ領域に分割され、少なくとも２つの互いに隣接するサブ領域の間の境界線
は垂直な構成要素を備えている、靴下が提供される。
【００１１】
　その他の実施の形態によれば、靴下を製造する方法にして、少なくとも２つのサブ領域
に分割された足指領域を形成する工程を含み、少なくとも２つの互いに隣接するサブ領域
の間の境界線は、実質的に垂直である、靴下を製造する方法が提供される。



(6) JP 2010-511108 A 2010.4.8

10

20

30

40

50

【００１２】
　その他の実施の形態によれば、靴下を製造する方法にして、少なくとも２つのサブ領域
に分割されたかかと領域を形成する工程を含み、少なくとも２つの互いに隣接するサブ領
域の間の境界線は実質的に垂直である、靴下を製造する方法が提供される。
【００１３】
　上記形成する工程は、編み工程を含むことができる。上記形成する工程は、三次元的な
「ニードルバイニードルセレクション（ｎｅｅｄｌｅ　ｂｙ　ｎｅｅｄｌｅ　ｓｅｌｅｃ
ｔｉｏｎ）」工程を含むことができる。上記形成する工程は、少なくとも１つの針が編み
位置にあり、少なくとも１つの針がミスレベル位置にある状態にて行なうことができる。
【００１４】
　少なくとも２つの互いに隣接するサブ領域は、実質的に一体的に形成することができる
。少なくとも２つの互いに隣接するサブ領域は、靴下の編み工程の間に形成することがで
きる。少なくとも２つのサブ領域は、少なくとも１つの性質により互いに識別することが
できる。
【００１５】
　この性質は、弾性、強さ、柔らかさ、隔離性、摩擦、密度、厚さ、液体の吸収性、衝撃
吸収性、外観、色、糸の色、編み型式、糸の組成、糸の太さ、糸番手、糸の物理的性質、
及び（又は）その他の性質の少なくとも１つを含むことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
　一例としての実施の形態は、参照した図面に示されている。本明細書に開示した実施の
形態及び図面は、限定的ではなく、単に一例であるとみなされるべきことを意図するもの
である。
【図１】図１は、靴下の斜視図を概略図的に示す。
【図２】図２は、靴下の部分斜視図を概略図的に示す。
【図３】図３は、靴下の別の部分斜視図を概略図的に示す。
【図４】図４は、靴下の別の斜視図を概略図的に示す。
【図５】図５は、後方から見た靴下の平面図を概略図的に示す。
【図６】図６は、後方から見た靴下のかかと領域の部分平面図を概略図的に示す。
【図７】図７は、編みパターンの平面図を概略図的に示す。
【図８】図８は、図７の編み領域７３０の拡大平面図を概略図的に示す。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明が完全に理解されるようにするため、以下の詳細な説明にて、多数の具体的な詳
細を記載する。しかし、当該技術の当業者は、これらの詳細な説明なしでも本発明を実施
することができるであろう。本発明は、以下に開示する形態そのもののみ限定することを
意図されていない。
【００１８】
　ある実施の形態によれば、足指領域もしくはかかと領域又はその双方の領域を含み、そ
の足指領域もしくはかかと領域又はその双方の領域は、少なくとも２つのサブ領域へと独
立的に分割され、２つの互いに隣接するサブ領域の間の境界線は、垂直であり又は垂直の
構成要素を備えている、靴下が提供される。２つの互いに隣接するサブ領域は、例えば、
靴下の編み工程の間に、実質的に、一体的に形成してもよい。
【００１９】
　２つの互いに隣接するサブ領域は、異なる性質（弾性、強さ、柔らかさ、隔離、摩擦、
密度、厚さ、液体（汗のような）吸収性、衝撃吸収性、外観、色、糸の色、編み型式（平
編み、テリー編み又は任意のその他の編み型式）、糸の組成（例えば、綿及びウール糸の
ような天然糸、レーヨンのような人工の糸、ポリエステル、ナイロン及びポリプロピレン
糸及び同様のもののような合成糸、及び材料の任意の組み合わせ及び比率を含むその他の
糸の組成）、糸番手（糸の太さのような）、糸の物理的性質（弾性、強さ又は任意のその
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他の性質）又はこれらの任意の組み合わせを特徴とすることができる。
【００２０】
　本明細書にて使用する「垂直」という語は、靴下の中心形成軸線に沿って実質的に延び
る方向を含むことができる。換言すれば、本明細書にて使用する「垂直」という語は、靴
下の長い筒状寸法方向を含むことができる。靴下の中心軸線（単に「長い筒状寸法方向」
と称することもできる）は、図５にて中心軸線５８０として概略図的に示されている。
【００２１】
　少なくとも２つの互いに隣接するサブ領域の間の境界線は、中心軸線５８０のような靴
下の中心形成軸線に対して垂直でないなら、本明細書にて、「垂直な構成要素」を備えて
いると称することができる。「垂直な構成要素」を備えている少なくとも２つの互いに隣
接するサブ領域の間の境界線の例は、図５の線５５８及び図１の線１０４を含む。
【００２２】
　足指領域及び（又は）かかと領域は、全体として靴下領域のその他の領域に対して適用
されるスパイラル連続編みの場合と異なり、「行きつ戻りつ」（ｂａｃｋ　ａｎｄ　ｆｏ
ｒｔｈ）の形態にて編みが実行される、全体として、往復運動工程（ｒｅｃｉｐｒｏｃａ
ｔｉｎｇ　ｐｒｏｃｅｓｓ）により編まれるから、これらの領域は、靴下の往復運動（ｒ
ｅｃｉｐｒｏｃａｔｅｄ）領域と称することもできる。
【００２３】
　全体として、足指領域及び（又は）かかと領域は、現在、針ピッカを使用して編まれて
いる。
【００２４】
　ある実施の形態によれば、足指領域及び（又は）かかと領域は、三次元的な「ニードル
バイニードルセレクション」工程により編むことができる。
【００２５】
　参照番号１００で示した、一例としての靴下の斜視図である図１を参照する。靴下１０
０は、実質的に３つの領域に分割することができる。
【００２６】
　すなわち、第一足指サブ領域１０６と、第二の足指サブ領域１０８とを含むことのでき
る足指領域１１０のような足指領域と、
　第一のかかとサブ領域１５２と、第二のかかとサブ領域１５４とを含むことのできるか
かと領域１５０のようなかかと領域と、
　足指領域１１０及びかかと領域１５０内に含まれない靴下領域１００を構成する残領域
１０２のような、残領域とである。
【００２７】
　一例としての靴下１００は、その外形の全体的な形状から認識し得るように、ユーザの
右足に装着することが意図されよう。当該技術の当業者には、本発明は、ユーザの左足に
装着する靴下（図示せず）にも適用され、また、かかる靴下（図示せず）は、本明細書に
て説明した靴下１００の同一の鏡像とすることができることが理解されよう。その他の実
施の形態（図示せず）において、１対の靴下は、例えば、ユーザの足が異なる形状及び（
又は）寸法であるとき、又は、異なる特徴を有する靴下が必要とされるとき、互いに同一
の鏡像でない２つの靴下を含むことができる。
【００２８】
　靴下１００の足指領域１１０及び（又は）かかと領域１５０は、糸の型式、糸の太さ、
糸の色、編み型式及び同様のものの多数の組み合わせを含むことができる。かかる組み合
わせ及び足指領域１１０及び（又は）かかと領域１５０のその他の特徴の例は、以下のセ
クション１（「足指領域」）及びセクション２（「かかと領域」）にて更に説明する。
【００２９】
　セクション１．足指領域
　図１に示した一例としての足指領域１１０は、靴下１００を装着したときユーザの足の
足指を実質的に取り囲み又は覆う。これにより「取り囲み」は、足指頂部側（実質的に１



(8) JP 2010-511108 A 2010.4.8

10

20

30

40

50

１０で示した部分）の取り囲みと、足指の底部側（図示せず）の取り囲みとを含むことが
できる。その他の実施の形態（図示せず）において、足指領域は、実質的に、足指の頂部
側のみを取り囲み、又は、これと代替的に足指の底部側のみを取り囲むようにしてもよい
。更なる実施の形態（図示せず）において、足指領域は、より複雑なパターンを有するよ
うにしてもよい。例えば、足指領域は、足指の頂部側の一部分及び足指の底部側の一部分
を取り囲むようにしてもよく、また、選択的に、ユーザの足のその他の部分を実質的に覆
う更なる靴下領域を含むようにしてもよい。
【００３０】
　足指領域１１０は、上述したように、第一の足指サブ領域１０６及び第二の足指サブ領
域１０８を含むことができる。一例としての第一の足指サブ領域１０６は、実質的に、ユ
ーザの足の親指を覆うようにする一方、一例としての第二の足指サブ領域１０８は、実質
的にユーザの足の他の指を覆うようにすることができる。
【００３１】
　次に、図２を参照すると、別の実施の形態が図示されており、ここで足指領域２１０の
ような足指領域は、第一の足指サブ領域２０６、第二の足指サブ領域２０８、及び第三の
足指サブ領域２１２という３つのサブ領域を含むことができる。第一の足指サブ領域２０
６は、実質的にユーザの足の親指を覆い、第二の足指サブ領域２０８は、実質的に、親指
の隣りの２つの足指を覆い、第三の足指サブ領域２１２は、実質的に親指から最も遠い２
つの足指を覆うことができる。その他の実施の形態（図示せず）は、異なる足指の位置に
各々実質的に対応する複数のサブ領域を含むことができる。更に、サブ領域（図示せず）
は、各々、１つ以上の足指グループの位置に対応するようにすることができる。
【００３２】
　図１に参照番号１１０で示し且つ、図２に参照番号２１０で示した足指領域の実施の形
態は、ユーザの足指の位置を実質的に覆い且つ（又は）その位置に対応する、上述したサ
ブ領域を含むことができる。しかし、更なる実施の形態は、必ずしもユーザの足指の位置
に対応しないが、異なるパターン及び（又は）経路にて配置することができるサブ領域を
含む。かかる一例としての実施の形態は、図３に示されており、ここにおいて、足指領域
３１０は、第一の足指サブ領域３０６、第二の足指サブ領域３０８を含むことができる。
第一の足指サブ領域３０６は、ユーザの親指のほぼ上方から、親指の先端の回りに延び、
次に、親指の下方へと延びる実質的に細長い楕円形の形状であるようにすることができる
。第二の足指サブ領域３０８は、第一の足指サブ領域２０６に含まれない足指領域３１０
のその他の部分を実質的に構成することができる。
【００３３】
　図３に示した一例としての足指領域３１０と同様、その他の実施の形態（図示せず）は
、ユーザの足指の位置に対応し又は対応しない色々な形状、寸法、配列、パターン及び（
又は）経路を有する、サブ領域の更なる組み合わせを含むことができる。当該技術の当業
者には、図１、図２及び図３にて参照番号１１０、２１０、３１０で示した足指領域の実
施の形態はそれぞれ単に、足指領域のサブ領域の可能な形状、寸法、配列、パターン及び
（又は）経路の３つの例を示すに過ぎないことが明らかであろう。当該技術の当業者は、
色々なその他の可能性及び組み合わせが存在し、これらの全ては、本発明の所期の範囲に
属することが認識されよう。
【００３４】
　図１の第一の足指サブ領域１０６及び第二の足指サブ領域１０８、図２の第一の足指サ
ブ領域２０６、第二の足指サブ領域２０８及び第三の足指サブ領域２１２、及び図３の第
一の足指サブ領域３０６、第二の足指サブ領域３０８のようなサブ領域は、色々な特徴の
点において互いに相違するものとしてもよい。例えば、異なるサブ領域は、実質的に糸の
型式、糸の太さ、糸の色、編み方法及び同様のものの点にて相違し、かかる相違が異なる
性質を有する布に反映されるようにすることができる。これと代替的に、足指領域の１つ
以上のサブ領域は、同一の特徴の幾つか又は同一のものを共用することができる一方、そ
の同一の足指領域のその他の１つ以上のサブ領域は、同一の特徴の異なる又は同様の組の
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幾つか又は全てを共用することができる。更に、異なるサブ領域は、例えば、同一又は１
つ以上の糸を使用して編むことができるが、サブ領域の各々を形成するため使用される編
み方法の結果、異なるテクスチャ、厚さ、構造及び（又は）その他の性質を有するサブ領
域となる。これと代替的に、テクスチャ、厚さ、構造及び（又は）その他の性質の相違は
、異なるサブ領域をわたって同様の又は異なる編み方法と共に同様又は異なる糸の追加的
な組み合わせを使用する結果であるようにしてもよい。
【００３５】
　図１の第一の足指サブ領域１０６及び第二の足指サブ領域１０８、図２の第一の足指サ
ブ領域２０６、第二の足指サブ領域２０８及び第三の足指サブ領域２１２及び図３の第一
の足指サブ領域３０６、第二の足指サブ領域３０８のような、サブ領域を形成する布の可
能なテクスチャ、厚さ及び構造の幾つかは、実質的に、テリー編み（タオル状布を製造す
ることが多い編み方法）、平メッシュ編み（実質的に平坦な布を製造することが多い編み
方法）及び（又は）タック縫い（より高密度、厚い布を製造することが多い編み又は縫い
方法）のような、異なる編み方法に起因するものとすることができる。これら及びその他
の編み方法は、異なる又は同様の糸の型式、太さ及び（又は）色と共に実行することがで
きる。
【００３６】
　次に、図１を参照すると、第一の足指サブ領域１０６及び第二の足指サブ領域１０８の
ようなサブ領域は、実質的に、第一の境界線１０４のような、境界線に沿って互いに当接
し、また、共に、第二の境界線１０８のような境界線に沿って靴下１００の残領域１０２
のような、靴下の残領域に当接するようにしてもよい。第一の足指サブ領域１０６、第二
の足指サブ領域１０８及び残領域１０２は、縫うことにより実質的に、機能的に互いに接
続し又は取り付けることができる。より望ましくは、第一の足指サブ領域１０６、第二の
足指サブ領域１０８及び残領域１０２は、実質的に、編むことにより一体的に形成するこ
とができる。これら３つの領域を共に一体的に形成することは、多くの理由のため、縫う
場合よりも好ましいであろう。例えば、靴下１００のような靴下の製造は、一体形成によ
り迅速にすることができる。靴下１００のような靴下は、そのサブ領域が一体的に形成さ
れる場合、より耐久性があり且つ引裂き難いものとすることができる。そのサブ領域が互
いに縫うことなく一体的に形成される場合、靴下１００のような靴下は、装飾上において
もより魅力的である。
【００３７】
　しかし、幾つかの実施の形態において、残領域は、上述した縫い方法の不利な点の幾つ
か又は全てを実質的に解消し又は緩和しつつ、実質的に、足指領域に縫いつけることがで
きる。図４を参照すると、一例としての靴下が側面図にて参照番号４００で示されている
。靴下４００は、図１の靴下１００と同一又は同様のものとすることができる。靴下４０
０は、図１の第二の境界線１０８と同一又は同様のものとすることができる第二の境界線
４０８のような、境界線を有することができる。第二の境界線４０８は、靴下４００の上
半分にわたって実質的に延びるようにし、このことは、この第二の境界線は、靴下４００
を装着したとき、ユーザの足の底部側の下方ではなく、ユーザの足の頂部側の上方を延び
ることを意味する。その他の実施の形態（図示せず）においては、第二の境界線は、ユー
ザの足の底部側の下方を延びるようにすることができる。靴下４００は、図１の足指領域
１１０と同一又は同様とすることのできる足指領域４１０のような足指領域と、図１の残
領域１０２と同一又は同様のものとすることのできる残領域４０２のような残領域とを有
するようにしてもよい。残領域４０２及び足指領域４１０は、第二の境界線４０８に沿っ
て互いに実質的に縫いつけることができる。
【００３８】
　かかる縫いは、幾つかの場合、実質的に、靴下４００を編むため使用することのできる
編機の特徴又はその他の理由のため、有益であろう。かかる編機は、靴下４００のような
靴下を実質的に円形のパターンにて編むことのできる円形編機となろう。かかる円形編機
の実質的に最終製品は、その両端が開放した実質的に筒状の布（図示せず）とすることが
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できる。開放した端部の一方は、第二の境界線４０８に位置するようにすることができる
が、靴下において開放した状態は、図４に図示していない。円形編機が、両端にて開放し
た筒状の布の製造を実質的に完了した後、その筒状の布は、足指領域４１０のような足指
領域と残領域４０２とを互いに縫いつけることによって、一端にて閉じた状態にすること
ができる。かかる縫いつけは、足指領域４１０と残領域４０２とを一体的に形成する場合
よりも好ましい場合があろう。第一に、かかる縫いつけは、現在の普通の靴下にて一般的
であり、また、このため、外観装飾上のマイナスとはならない。第二に、かかる縫いつけ
は、場合によって及び（又は）特定の編機を使用するとき、足指領域４１０及び残領域４
０２を一体的に形成する場合よりも迅速で且つ効率的に行うことができる。
【００３９】
　次に、図１を参照すると、第一の足指サブ領域１０６及び第二の足指サブ領域１０８の
ような、複数のサブ領域を有する、靴下１００のような靴下の製造には、多くの利点があ
る。例えば、第一の足指サブ領域１０６及び第二の足指サブ領域１０８のような複数のサ
ブ領域は、特定の足指又は足指グループの具体的な個々の要求、及び（又は）ユーザの足
の他の部分の要求を満足させることを許容する。かかる要求は、医療上の要求、ユーザの
快適さ及び心地良さに関する必要性及び（又は）ユーザが一般に望ましくないと考えるで
あろう擦り傷、流体、鋭利な物、望ましくない温度及び（又は）その他の環境上の条件に
対して足の特定の部分を保護する要求であろう。更に、比較的厚く、重く且つ（又は）高
密度の布を有する、第一の足指サブ領域１０６又は第二の足指サブ領域１０８のような、
少なくとも１つのサブ領域を有する、靴下１００のような靴下を製造することにより、関
連するサブ領域がより優れた緩衝性及び（又は）衝撃吸収性を与えるようにすることがで
きる。更に、より滑らかな布は、その布に実質的に隣接する足の領域内にて皮膚のあざ及
び（又は）炎症を防止することができる。更に、より厚い布及び（又は）テリー織は、汗
及び（又は）その他の液体を実質的に吸収し、また、足の部分を望ましくない高温度又は
低温度から更に隔離することができる。第一の足指サブ領域１０６及び第二の足指サブ領
域１０８のような複数のサブ領域を有する靴下１００のような靴下を製造する装飾上の特
徴に関して言えば、第一の足指サブ領域１０６及び第二の足指サブ領域１０８、さらに選
択的には残領域１０２をも、互いに異なる色の糸を使用することにより、互いに異なる色
の領域として、カラフルで目を引き且つ魅力的な、靴下とすることができる。
【００４０】
　セクション２．かかと領域
　図１に示した、一例としてのかかと領域１５０は、靴下１００を装着したとき、ユーザ
の足のかかとを実質的に取り囲み又は覆う領域である。その他の実施の形態（図示せず）
において、かかと領域は、ユーザのかかとの一部分を取り囲む、または、かかとのみなら
ず、くるぶしのようなユーザの足のその他の部分の一部分をも取り囲むようにすることが
できる。
【００４１】
　かかと領域１５０は、実質的に、ユーザの足のかかとを覆い、また、全体として半球の
形状を有するものとすることができる。側部から斜視図的で見たとき、かかと領域１５０
は、その両側部の双方にて２つの９０°の外形線を有するように見えるであろう。図１に
おいて靴下１００の右側に配置された外形線のこの角度はαにて示され、また、反対側に
おける外形線の角度は図１にて見ることはできない。その他の実施の形態において、この
角度は、例えば、９５°、８５°、８１°又は同様のもののような異なる寸法とすること
ができる。かかと領域１５０の実質的に半球状の形状は、靴下１００の後部側から見たと
き、より明らかであろう。後部側から見た状態は、図１のかかと領域１５０と同一又は同
様のものとすることのできるかかと領域を参照番号５５０で示した、図５に示されている
。図５を観察することにより理解し得るように、かかと領域５５０は、後方から見たとき
、円形又は多少楕円形の外形線を有することができる。かかと領域５５０の円形又は多少
楕円形である形状は、上述したように、見る人の方向に起きあがった状態になると実質的
に半球形となるが、それは図５にては観察できない。次に、図５を更に観察すると、図１
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の残領域１０２のような残領域は、参照番号５０２で示されている。参照番号５３０で示
した残領域５０２の上方部分は、実質的に、靴下（図５にて部分的にのみ示し、また、図
１にて参照番号１００で全体を示した）の頂部開口部に向けることができる一方、参照番
号５３２で示した、残領域５０２の下方部分は、靴下（図５に部分的にのみ図示し、図１
に参照番号１００で全体を図示）の下端及び図１に示した足指領域１１０のような、足指
領域に向けることができる。
【００４２】
　次に、図１を参照すると、かかと領域１５０は、第一のかかとサブ領域１５２と、第二
のかかとサブ領域１５４とを含むことができる。第一のかかとサブ領域１５２及び第二の
かかとサブ領域１５４は、かかと領域１５０の隣接領域を構成することができる。一例と
しての第二のかかとサブ領域１５４は、かかと領域１５０の実質的に中央部分にわたって
延び、また、水平方向に延びる実質的に楕円形の形状を有することができ、この楕円形の
中央部分は、実質的に、垂直下方に突き出している。第二のかかとサブ領域１５４の形状
は、図５（背面図）にて参照番号５５４で示す第二のかかとサブ領域を参照することによ
り一層良く理解することができる。図５における第二のかかとサブ領域５５４は、図１の
靴下１００を装着したとき、ユーザのかかとの領域の実質的に下方に配置されることにな
り、ユーザの体重に起因する、実質的にかなりの力を加えられるであろう。
【００４３】
　図１及び図５にてそれぞれ参照番号１５０、５５０で示した一例としてのかかと領域と
同様、その他の実施の形態（その幾つかは図示せず）は、選択的に、色々な形状、寸法、
配列、パターン及び（又は）経路（どこからどこまで延びているか）を有する、図１及び
図５にそれぞれ示した第一のかかとサブ領域１５２、５５２及び第二のかかとサブ領域１
５４、５５４のような、サブ領域の更なる組み合わせを含むことができる。例えば、次に
、図６を参照すると、かかと領域６５０は、実質的に垂直な線によって、第一のかかとサ
ブ領域６５２の及び第二のかかとサブ領域６５４という２つの半体に分割することができ
る。
【００４４】
　当該技術の当業者には、図１、図５及び図６にてそれぞれ参照番号１５０、５５０、６
５０で示したかかと領域の実施の形態は、単に、かかと領域のサブ領域の可能な形状、寸
法、配列、パターン及び（又は）経路の３つの例を示すものであることが明らかであろう
。当該技術の当業者は、色々なその他の可能性及び組み合わせが存在し、それらの全ては
、本発明の意図する範囲に属することが認識されよう。
【００４５】
　セクション１（「足指領域」）にて本明細書に開示したものと同様に、図１、図５及び
図６に示したかかと領域１５０、５５０、６５０の第一のかかとサブ領域１５２、５５２
、６５２、第二のかかとサブ領域１５４、５５４、６５４のような、かかと領域のサブ領
域は、それぞれ、互いに当接し、また、選択的に、図１、図５に示した残領域１０２、５
０２のような、残領域に当接することができる。かかる当接は、図１に示した第三の境界
線１５６、第四の境界線１５８のような境界線に沿って、また、図５に示したそれぞれの
第三の境界線５５６、第四の境界線５５８に沿って為されるようにすることができる。異
なるサブ領域及び（又は）残領域を実質的に機能的に接続し、取り付け又は一体的に形成
するための異なる方法は、既にセクション１にて開示した方法と同様にすることができる
。当該技術の当業者にとって、セクション１にて開示したもののような方法は、本発明に
て完全に適用可能であり、このため、再度、説明する必要がないことは明らかであろう。
【００４６】
　更に、既に、セクション１にて開示した糸の型式、糸の太さ、糸の色、編み型式及び同
様のものの組み合わせは、図１、図５及び図６にそれぞれ示したかかと領域１５０、５５
０、６５０のようなかかと領域にも適用可能である。当該技術の当業者にとって、部分１
にて開示したもののような、糸の型式、糸の太さ、糸の色、編み型式及び同様のものは、
この場合にも完全に適用可能であり、このため、再度、説明する必要はないことは明らか
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であろう。
【００４７】
　更に、当該技術の当業者にとっては、図１、図５及び図６に示したかかと領域１５０、
５５０、６５０の第一のかかとサブ領域１５２、５５２、６５２及び第二のかかとサブ領
域１５４、５５４、６５４のような、かかと領域の多数のサブ領域を有する、図１に示し
た靴下１００のような靴下を形成することの利点及び有利な効果に関する、セクション１
にて示した説明は、この場合にもそれぞれ完全に適用可能であり、このため再度、説明す
る必要はないことが明らかであろう。セクション１にて開示したことに加えて、図５に示
した第二のかかとサブ領域５５４のような第二のかかとサブ領域の特定の形状及び（又は
）位置は、特に、図１に示した靴下１００のような靴下を装着したとき、実質的にその上
方に位置するユーザのかかと領域を緩衝し且つ（又は）支持する点にて有利である。ユー
ザの足のかかる領域には、ユーザの体重に起因し且つ実質的に下方に加わる実質的にかな
りの力が集中する。このため、緩衝し且つ（又は）支持する特徴を有する（比較的柔らか
い、剛く及び（又は）柔らかい布を製造するときのように）、図５に示した第二のかかと
サブ領域５５４のような第二のかかとサブ領域を提供することが有益であろう。
【００４８】
　次に、ある一例としての実施の形態に従い、足指領域の編みパターンを概略図的に示す
図７を参照する。編みパターン７００は、頂部側７０２（使用者の足指の頂部側に嵌まり
得るようにされている）と、使用者の足指の底部側に嵌まり得るようにされた底部側７０
４とを含む。頂部側７０２及び底部側７０４は、線７０６（選択的に、仮想線とすること
ができる）により分離されている。頂部側７０２は、２つのサブ領域、すなわち、靴下を
形成する中心軸線に対して平行に延びる分離領域７１２により互いに分離されたサブ領域
７０８及びサブ領域７１０を含む。サブ領域７０８及びサブ領域７１０の各々は、部分７
１６ａ－ｆのような、水平の編み部分７１６（靴下を形成する中心軸線に対して垂直に延
びる）を含む。サブ領域７１０の編み部分７１６ａ、ｃ、ｅは不連続的に配置され且つサ
ブ領域７０８の編んだ部分７１６ｂ、ｄを有している。編み部分７１６ａ、ｃのようなサ
ブ領域７１０の編んだ部分及び編み部分７１６ｂ、ｄ、ｆのような、サブ領域７０８の編
んだ部分は、不連続的に配置され且つ、分離部分７１２内にて部分的に重なり合う。本明
細書にて示した底部側７０４は、１つのサブ領域のみを含むが、頂部側７０２について説
明したもののような、２つ以上のサブ領域を含むようにしてもよい。
【００４９】
　図７には、可能な編みパターンの一例のみが示されている。その他の編みパターンも本
発明に包含される。これらの編みパターンは、例えば、頂部及び（又は）底部かかと領域
及び（又は）足指領域の中心に又はその他の任意の位置に配置された１つ以上の湾曲した
分離領域を含むことができる。本発明の実施の形態に従い、任意の形態又は数のサブ領域
が選択可能である。
【００５０】
　図８には、図７の編み領域７３０の拡大平面図が示されている。
【００５１】
　編んだ部分８１６ｃは、２つの平行で且つ隣接する編み線、すなわち編み線８１８ｃ、
編み線８２０ｃを含む。編み線８１８ｃ及び編み線８２０ｃの各々は、複数の当接する縦
列を含む。編み線８１８ｃの縦列は、１、２、３、．．．、ｎ、ｎ＋１、．．．、ｋと連
続番号が付されている。編み線８２０ｃの縦列は、１´、２´、３´、．．．、ｎ´－１
、ｎ´、ｎ´＋１、．．．、ｋ´と連続番号が付されている。縦列の各々は、針の潜在的
な位置を表わす。「選択したニードルバイニードル」モードにて作動し得るようにされた
針（図示せず）は、編むよう選択された場合は編み位置（換言すれば、「クリアーレベル
」）にあり、そうでない場合、針が編まない、「ミスレベル」位置にある。したがって、
編み位置（クリアーレベル）にある針を表わす縦列は、編んだループ及び縦列を含み、ミ
スレベル位置にある針を表す縦列は、編んだループを含まない。
【００５２】
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　編み線８１８ｃにおける縦列の番号は、ｋである。縦列１からｎ－２、ｎは、編んだル
ープを含む一方、縦列ｎ－１、縦列ｎ＋１からｋは、編んだループを含まない。
【００５３】
　編んだ線８２０ｃにおける縦列の番号はｋ´である。縦列１からｎ´－１は、編んだル
ープを含む。縦列ｎ´からｋ´は、編んだループを含まない。番号ｎは、ｎ´に等しくて
よい。番号ｋは、ｋ´に等しくてよい。
【００５４】
　編んだ部分８１６ｄは、２つの平行で且つ隣接する編んだ線、すなわち編んだ線８１８
ｄ、及び編んだ線８２０ｄを含む。編んだ線８１８ｄ及び編んだ線８２０ｄの各々は、複
数の当接する縦列を含む。編んだ線８１８ｄの縦列は、１＊、２＊、３＊、．．．、ｍ＊

、ｍ＊＋１、．．．、ｋ＊という、連続番号が付されている（編んだ線８１８ｃ、編んだ
線８２０ｃの番号に対して反対側から）。編んだ線８２０ｃの縦列は、１＊＊、２＊＊、
３＊＊、．．．、ｎ＊＊－１、ｍ＊＊、ｍ＊＊＋１、．．．、ｋ＊＊という、連続番号が
付されている。縦列の各々は、針の潜在的な位置を表わす。編んだ線８１８ｄにおける縦
列の番号は、ｋ＊である。縦列１＊からｍ＊－２及びｍ＊は、編んだループを含む一方、
縦列ｍ＊－１及び縦列ｍ＊＋１からｋ＊は、編んだループを含まない。
【００５５】
　編んだ線８２０ｄにおける縦列の番号、ｋ＊＊である。縦列１からｍ＊＊－１は編んだ
ループを含む。縦列ｍ＊＊からｋ＊＊は、編んだループを含まない。番号ｍ＊は、ｍ＊＊

に等しくてよい。番号ｋはｋ´、ｋ＊及び（又は）ｋ＊＊に等しくてよい。
【００５６】
　分離領域８１２は、ｎ´に対して平行な、ｎ、ｎ－１縦列、ｍ＊に対して平行なｎ´－
１、ｍ＊＊に対して平行なｍ＊－１、ｍ＊＊－１を含み、これらの縦列は、多数回繰り返
したとき、ジッパ状の構造となる。勿論、２つの互いに隣接するサブ領域の間に配置され
たジッパ状構造体となる任意のその他の編みパターンが本発明の範囲に包含される。例え
ば、コラムｎ、ｎ－１、ｎ´、ｎ´－１、ｍ＊、ｍ＊－１、ｍ＊＊、ｍ＊＊－１（又は任
意のその他の縦列）の任意の１つ（１つ以上）は、２つ以上の針の位置を表わし、このた
め、編んだとき、２つ以上のループとなる。
【００５７】
　勿論、その他の縦列番号又は配置を有するその他の分離領域を含むその他のパターンと
することもできる。
【００５８】
　セクション３．幾つかの実施の形態に従った編み工程
【実施例】
【００５９】
　以下の非限定的なオプション（実施例）は、単に説明の目的のためである。勿論、糸フ
ィンガ及び（又は）糸の型式（色、材料、性質及び同様のもの）のその他の形態は、任意
の可能な組み合わせにて使用することができる。例えば、添糸編み用糸（ｐｌａｔｉｎｇ
　ｙａｒｎ）及び（又は）地糸（ｂａｃｋｇｒｏｕｎｄ　ｙａｒｎ）は、任意のその他の
糸フィンガ又は糸フィンガの任意の組み合わせを通して編むことができる。
【００６０】
　オプション１：
　かかと及び（又は）足指のための１つの添糸編み用糸を異なる地に対して用いる。
【００６１】
　添糸編み用糸は、糸フィンガＮｏ．４で編まれる。
【００６２】
　互いに異なる領域（領域Ａ、Ｂのような）における地糸は、次のような糸フィンガで編
まれる。
【００６３】
　Ｎｏ．３－サブ領域７０８
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　Ｎｏ．５－サブ領域７１０
　オプション２：
　かかと及び（又は）足指領域のための異なる添糸編み用糸を異なる地に対して用いる。
【００６４】
　添糸編み用糸は、糸フィンガで編まれる。
【００６５】
　Ｎｏ．４－サブ領域７１０
　Ｎｏ．２－サブ領域７０８
　互いに異なる領域（領域Ａ、Ｂ）内の地糸は、次のような糸フィンガで編まれる。
【００６６】
　Ｎｏ．３－サブ領域７０８
　Ｎｏ．５－サブ領域７１０
　かかと領域及び（又は）足指領域のような、編み機要素の往復運動によって編まれる、
靴下の往復運動領域は、針を選択し（針を電子的に選択するようにして）且つ選択的に、
針ピッカを使用せずに三次元的に編むという編み原理により編むことができる。
【００６７】
　第一のコースにて（例えば、１本の線の編みを開始するとき）、２つの糸フィンガ（サ
ブ領域７１０の糸である糸フィンガＮｏ．４、Ｎｏ．５）が編み工程に入り、また、その
他の全ての糸フィンガが一時的に不作動である間に靴下の往復運動部分の前方への回転が
行われる。針の各々は、同一の線に沿って編むが、サブ領域７１０の最後の針はミスする
。同一の線上にて、サブ領域７０８の第一の針は、クリアー針であり（針は編む）であり
、この線内のその他の全ての針は、ミスレベルにある（編まない）。第二のコース（コー
ス２）は、逆回転であり、全ての針はミスレベルにある。オプション１のそのコース（コ
ース２）にて、糸フィンガＮｏ．３は引っ込み、オプション２にて糸フィンガＮｏ．２、
Ｎｏ．３（サブ領域７０８の糸）は引っ込む。次のコース（コース３）は、前方回転コー
スである。サブ領域７１０の糸は、外に出て、サブ領域７０８の選択した針のみがクリア
ーレベルにある一方、その他の全てはミスレベルにある。次の逆回転時（コース４）、サ
ブ領域７１０の最後の針はクリアーレベルにあり、サブ領域７０８の第一の針は、ミスレ
ベルにあり、サブ領域７０８の針のみ（第一の針に加えて）がクリアーレベルにある一方
、その他の全てはミスレベルにある。次の前進コース（コース５）において、全ての針は
ミスレベルにあり、サブ領域７１０の糸は引っ込む。次の逆回転時（コース６）、サブ領
域７０８の糸フィンガは外に出て、サブ領域７１０の針のみがクリアーレベルにある一方
、その他の全てはミス針である。次の前方回転時（コース７）、サブ領域７１０の最後の
針はミス針であり、サブ領域７０８の第一の針はクリアー針であり、針７１０の残りのみ
がクリアー針である一方、その他の全てはミス針である。
【００６８】
　この時点から、工程は、コース２から７にて靴下の往復運動部分の端部まで、繰り返す
。２つの領域の結束線の位置は、靴下のデザインに従って変更することができる。
【００６９】
　一例としての多数の特徴及び実施の形態について上記に説明したが、当該技術の当業者
は、特定の改変、置換、追加及びそれらのサブ組み合わせが認識されよう。このため、次
の特許請求の範囲及びそれ以降、導入される請求項は、それらの真の技術的思想及び範囲
内にてかかる全ての改変、置換、追加及びサブ組み合わせを包含するものと解釈されるこ
とを意図するものである。
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【手続補正書】
【提出日】平成21年8月10日(2009.8.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
足指領域を備えた靴下において、該足指領域は、少なくとも２つのサブ領域に分割されて
おり、互いに隣接する前記少なくとも２つのサブ領域間の境界線が実質的に垂直である、
靴下。
【請求項２】
請求項１に記載の靴下において、互いに隣接する前記少なくとも２つのサブ領域の間の境
界線が、靴下の中心軸線に対して実質的に平行に延びている、靴下。
【請求項３】
請求項１または２に記載の靴下において、互いに隣接する前記少なくとも２つのサブ領域
の間の境界線が、垂直な構成要素を備えている、靴下。
【請求項４】
請求項１ないし３のいずれかに記載の靴下において、互いに隣接する前記少なくとも２つ
のサブ領域は、実質的に一体的に形成されている、靴下。
【請求項５】
請求項１ないし４のいずれかに記載の靴下において、互いに隣接する前記少なくとも２つ
のサブ領域は、靴下の編み工程の間に形成されている、靴下。
【請求項６】
請求項１ないし５のいずれかに記載の靴下において、前記少なくとも２つのサブ領域は、
少なくとも１つの性質により互いに識別されており、該少なくとも１つの性質は、弾性、
強さ、柔らかさ、隔離、摩擦、密度、厚さ、液体の吸収性、衝撃吸収性、外観、色、糸の
色、編み型式、糸の組成、糸の太さ、糸番手、糸の物理的性質の少なくとも１つを含む、
靴下。
【請求項７】
請求項１ないし４のいずれかに記載の靴下において、かかと領域を備えており、該かかと
領域は、少なくとも２つのサブ領域に分割されており、前記かかと領域の、互いに隣接す
る前記少なくとも２つのサブ領域間の境界線が実質的に垂直である、靴下。
【請求項８】
請求項７に記載の靴下において、前記かかと領域の、互いに隣接する前記少なくとも２つ
のサブ領域は、実質的に一体的に形成されている、靴下。
【請求項９】
請求項７または８に記載の靴下において、前記かかと領域の、互いに隣接する前記少なく
とも２つのサブ領域の間の境界線が、靴下の中心軸線に対して実質的に平行に延びている
、靴下。
【請求項１０】
請求項７ないし９のいずれかに記載の靴下において、前記かかと領域の、互いに隣接する
前記少なくとも２つのサブ領域の間の境界線が、垂直な構成要素を備えている、靴下。
【請求項１１】
請求項７ないし１０のいずれかに記載の靴下において、前記かかと領域の、互いに隣接す
る前記少なくとも２つのサブ領域は、靴下の編み工程の間に形成されている、靴下。
【請求項１２】
請求項７ないし１１のいずれかに記載の靴下において、前記かかと領域の、前記少なくと
も２つのサブ領域は、少なくとも１つの性質により互いに識別されており、該少なくとも
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１つの性質は、弾性、強さ、柔らかさ、隔離、摩擦、密度、厚さ、液体の吸収性、衝撃吸
収性、外観、色、糸の色、編み型式、糸の組成、糸の太さ、糸番手、および糸の物理的性
質の少なくとも１つを含む、靴下。
【請求項１３】
靴下を製造する方法において、
　少なくとも２つのサブ領域に分割されたかかと領域を形成する工程を含み、互いに隣接
する前記少なくとも２つのサブ領域の間の境界線が実質的に垂直である、靴下を製造する
方法。
【請求項１４】
請求項１４に記載の方法において、互いに隣接する前記少なくとも２つのサブ領域は、実
質的に一体的に形成される、方法。
【請求項１５】
請求項１３または１４に記載の靴下を製造する方法において、
　少なくとも２つのサブ領域に分割された足指領域を形成する工程を含み、前記足指領域
の、互いに隣接する前記少なくとも２つのサブ領域の間の境界線が実質的に垂直である、
靴下を製造する方法。
【請求項１６】
請求項１５に記載の方法において、前記足指領域の、互いに隣接する前記少なくとも２つ
のサブ領域は、実質的に一体的に形成される、方法。
【請求項１７】
請求項１３ないし１６のいずれかに記載の方法において、前記形成する工程は、編み工程
を含む、方法。
【請求項１８】
請求項１３ないし１７のいずれかに記載の方法において、前記形成する工程は、三次元的
な「ニードルバイニードルセレクション」工程を含む、方法。
【請求項１９】
請求項１３ないし１８のいずれかに記載の方法において、前記形成する工程は、少なくと
も１つの針が編み位置にあり、少なくとも１つの針がミスレベル位置にある状態にて行わ
れる、方法。
【請求項２０】
請求項１３ないし１９のいずれかに記載の方法において、前記少なくとも２つのサブ領域
は、少なくとも１つの性質により互いに識別されており、該少なくとも１つの性質は、弾
性、強さ、柔らかさ、隔離、摩擦、密度、厚さ、液体の吸収性、衝撃吸収性、外観、色、
糸の色、編み型式、糸の組成、糸の太さ、糸番手、および糸の物理的性質の少なくとも１
つを含む、方法。
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